
入居金と月額利用料

高額な入居金、もし倒産したら・・・
＜保全措置＞ 

平成18年4月以降に有料老人ホームの設置届出が提

出された有料老人ホームについては、入居一時金

の保全措置が義務付けられています。保全措置と

は、ホームが倒産した場合に、入居一時金の未償

却部分が返還されない場合、ホームに変わって銀

行や損害保険会社、公益社団法人有料老人ホーム

協会等が500万円を上限として未償却の金額を支払

う制度です。

ここで注意して頂きたいのが、平成18年3月以前に

設置届が提出されたホームは、保全に務めること

となっており、努力目標となっています。ですの

で、平成18年3月以前に届け出がされた有料老人ホ

ームについては、保全措置についてしっかりと確

認しましょう。

初期償却20％
948,000円

1年後入居時

入居金０円と4,740,000円との関連
208,000円－129,000円＝79,000円
79,000円×5年（60ヶ月）＝4,740,000円

6年目以降は、同じ月額を継続
または新しく再契約と色々

2年後 3年後 4年後 5年後

入居金／前払い家賃


